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参考：独立行政法人国民生活センターHP（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130822_1.html）

は次のページ（裏面）に！アドバイス編

〇×新聞の販売員が自宅に来て、新聞の購読契約を案内された

今すぐでなくても3年後
から5年間の購読でお願
いしますね。
この景品も全て置いてい
きますから！

今読んでる新聞の契
約はちょうど3年後に
終わるから、契約し
てもいいかな

景品をたくさん
もらったから
断りづらいし

2年後
最近、目が悪くなり
新聞が読めなくなっ
たし、老人ホームに
入居するので、来年
からの購読契約を解
約したい。

解約はできません。
どうしてもというなら、
あの時受け取った景品代
10万円払ってください。

… etc.

大量の景品を受け取り、3年後から
5年間の購読契約をしました



消費者ホットライン「１８８」 御案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（7桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

消費生活 情報

長期の契約や、数年先からの契約は避ける

 販売員に「いつでもやめられる」と言われても鵜呑みにしない！

購読の意志がなければきっぱり断る

 高額な景品を受け取らない！景品につられて契約しない！

※ 新聞の景品には上限額があります

望まない契約はクーリング・オフ

 契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます！

 トラブルになったらすぐに消費生活センターに相談！

※ 期間を過ぎていても、販売方法等に問題があった場合は
クーリング・オフできる可能性があります

高齢者の場合は家族や周囲の見守りが必要です

参考：独立行政法人国民生活センターHP（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130822_1.html）

警察からの注意情報

還付金詐欺の被害や不審電話が増えています！

電話で「お金」、「キャッシュカード」、「ＡＴＭ」の話は詐欺です！

→ 「還付金があるからＡＴＭに行って」は詐欺です！

不審な電話はすぐに切って、警察に相談しましょう

参考：山口県警察本部「防犯情報」



お知らせ 「まなべる」の御紹介

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。

体験学習型 消費者教育施設


